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議案第７号 

 

八戸市立公民館長の任命について 

八戸市立公民館長に別紙の者を任命する。 

 

令和２年３月25日 提出 

 

                    八戸市教育委員会 

教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

八戸市立公民館長の任期満了に伴う後任の館長を任命するためのものである。 
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公 民 館 氏 名 

小 中 野 公 民 館 奥
お く

 山
や ま

 二三夫
ふ み お

 

白 銀 公 民 館  西久保
に し く ぼ

 雅
まさ

 庸
のぶ

 

鮫 公 民 館 島
し ま

 脇
わ き

 通
み ち

 保
や す

 

上 長 公 民 館  奥
おく

 寺
でら

 健
けん

 二
じ

 

柏 崎 公 民 館  正部家
し ょ う ぶ け

 光
み つ

 彦
ひ こ

 

大 館 公 民 館  髙
た か

 橋
は し

 芳
よ し

 久
ひ さ

 

下 長 公 民 館  名久井
な く い

   明
あきら

 

吹 上 公 民 館  永
な が

 渕
ぶ ち

 律
り つ

 子
こ

 

湊 公 民 館 大久保
お お く ぼ

 伸
の ぶ

 夫
お

 

是 川 公 民 館  石
い し

 橋
ば し

 恒
つ ね

 則
の り

 

館 公 民 館 下斗米
し も と ま い

 友
ゆ

理子
り こ

 

根 城 公 民 館  西
にし

 舘
だて

 尚
なお

 美
み

 

三 八 城 公 民 館 三
み

 浦
う ら

 勝
か つ

 美
よ し

 

江 陽 公 民 館  田
た

 邊
な べ

   隆
たかし

 

長 者 公 民 館  福
ふ く

 田
だ

 文
ふ み

 弘
ひ ろ

 

田 面 木 公 民 館 三
み

 浦
うら

 和
かず

 壽
とし

 

市 川 公 民 館  金
か ね

 濱
は ま

 金
か ね

 光
み つ

 

南 浜 公 民 館  丹
た ん

 波
ば

 勝
か つ

 敏
と し

 

根 岸 公 民 館  荒
あら

 木
き

 興
こう

 一
いち

 

白 銀 南 公 民 館 小
こ

 玉
だ ま

 吉
よ し

 美
み

 

東 公 民 館 鳴
な る

 海
み

 秀
ひ で

 彦
ひ こ

 

白 山 台 公 民 館 中
な か

 村
む ら

 俊
しゅん

 一
い ち

 

南 郷 公 民 館  木
き

 村
む ら

 明美
あ け み

智
ち

 

 

任期は、令和２年４月１日から令和３年３月 31日までとする。 
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議案第８号 

 

   八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館館長の任命について 

 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館館長に別紙の者を任命する。 

 

  令和２年３月25日 提出 

 

                    八戸市教育委員会 

                     教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

  八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館館長の任期満了に伴う後任の館長を任命するための

ものである。 
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氏  名 工藤
くどう

 朗
あきら

 

 

   任期は、令和２年４月１日から令和３年３月31日までとする。 
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議案第９号 

 

八戸市南郷歴史民俗資料館館長の任命について 

八戸市南郷歴史民俗資料館館長に別紙の者を任命する。 

 

令和２年３月25日  提出 

 

                    八戸市教育委員会 

教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

  八戸市南郷歴史民俗資料館館長の任期満了に伴う後任の館長を任命するためのものである。 
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氏  名 竹
たけ

洞
ほら

 一則
かずのり

 

 

   任期は、令和２年４月１日から令和３年３月 31 日までとする。 
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議案第10号 

 

八戸市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

八戸市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年３月25日 提出 

 

八戸市教育委員会 

教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

  美保野小学校の廃止に伴い、規定の整理をするためのものである。 
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   八戸市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 

 八戸市教育委員会公印規則（昭和39年八戸市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改

正する。 

別表八戸市立美保野小学校印の項及び八戸市立美保野小学校長印の項を削る。 

 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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(
 
1
/2

 
) 

八
戸

市
教

育
委

員
会

公
印

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

新
旧

対
照

表
 

 

改
正
後
 

改
正
前
 

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

公
印
の
種
類
 

様
式
 

寸
法

 
（

方

ミ
リ

メ
ー

ト

ル
）
 

管
理
者
 

摘
要
 

（
略
）
 

八
戸
市
立
町
畑
小
学
校
長

印
 

八
戸

市
立

町

畑
小

学
校

長

之
印
 

18
 

町
畑

小
学

校

長
 

 

八
戸
市
立
鮫
小
学
校
印
 

八
戸

市
立

鮫

小
学
校
之
印
 

45
 

鮫
小
学
校
長
 

 

（
略
）
 

 

公
印
の
種
類
 

様
式
 

寸
法

 
（

方

ミ
リ

メ
ー

ト

ル
）
 

管
理
者
 

摘
要
 

（
略
）
 

八
戸
市
立
町
畑
小
学
校
長

印
 

八
戸

市
立

町

畑
小

学
校

長

之
印
 

18
 

町
畑

小
学

校

長
 

 

八
戸
市
立
美
保
野
小
学
校

印
 

八
戸

市
立

美

保
野

小
学

校

之
印
 

45
 

美
保

野
小

学

校
長
 

 

八
戸
市
立
美
保
野
小
学
校

長
印
 

八
戸

市
立

美

保
野

小
学

校

長
之
印
 

18
 

美
保

野
小

学

校
長
 

 

八
戸
市
立
鮫
小
学
校
印
 

八
戸

市
立

鮫

小
学
校
之
印
 

45
 

鮫
小
学
校
長
 

 

（
略
）
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(
 
2
/2

 
) 
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議案第 11 号 

 

八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

 八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定す

る。 

 

  令和２年３月 25 日 提出 

 

八戸市教育委員会 

教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

  学習指導要領の改訂、技能主事の業務内容の変更及び学校事務の共同実施の組織体制の変

更に伴い、規定の整理をするためのものである。 
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   八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則の一部を改正する規則 

 

 八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則（昭和39年八戸市教育委員会規則第３号）の

一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「あらかじめ、」を「別に定めるところにより、３月末までに」に改め、同

条第３項を次のように改める。 

３ 校長は、特別支援学級等において特別の教育課程を実施する場合は、前項の規定にかかわ

らず、当該特別の教育課程について、別に定めるところにより、あらかじめ、教育委員会に

届け出なければならない。 

 第５条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 校長は、前２項の規定により届け出た事項について、年度の途中に変更が生じたときは、

速やかに、その変更に係る事項を教育委員会に届け出なければならない。 

 第19条の５第３項を削る。 

 第19条の６の見出しを「（共同実施組織）」に改め、同条第１項中「学校事務の共同実施を

行う」を「複数の学校の事務職員が連携して学校事務の処理を行う組織（以下「共同学校事務

室」という。）を置く」に改め、同条第２項及び第３項を削り、同条第４項中「学校事務の共

同実施について」を「共同学校事務室」に改め、同項を同条第２項とする。 

  

附 則 

 この規則中第５条の改正規定及び第19条の５第３項を削る改正規定は公布の日から、第19条

の６の改正規定は令和２年４月１日から施行する。 
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八
戸

市
立

小
学

校
及

び
中

学
校

の
管

理
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
新

旧
対

照
表

 

 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
教

育
課

程
の

編
成

）
 

第
５

条
 

学
校

の
教

育
課

程
は

、
学

習
指

導
要

領
の

基
準

に
よ

り
、
校

長
が

編
成

す
る

。
 

２
 

校
長

は
、

次
年

度
に

実
施

す
る

教
育

課
程

に
つ

い
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

り
、

３
月

末
ま

で
に

教
育

委
員

会
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

校
長

は
、

特
別

支
援

学
級

等
に

お
い

て
特

別
の

教
育

課
程

を
実

施
す

る
場

合
は

、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

特
別

の
教

育
課

程
に

つ
い

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

あ
ら

か
じ

め
、

教
育

委
員

会
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

  ４
 

校
長

は
、

前
２

項
の

規
定

に
よ

り
届

け
出

た
事

項
に

つ
い

て
、

年
度

の
途

中
に

変

更
が

生
じ

た
と

き
は

、
速

や
か

に
、

そ
の

変
更

に
係

る
事

項
を

教
育

委
員

会
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

５
 

校
長

は
、

学
年

終
了

後
速

や
か

に
、

当
該

学
年

に
お

け
る

教
育

課
程

の
実

施
状

況

を
教

育
委

員
会

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
技

能
主

事
）

 

第
1
9
条

の
５

 
学

校
に

、
必

要
に

応
じ

、
技

能
主

事
を

置
く

。
 

２
 

用
務

員
の

業
務

を
命

ぜ
ら

れ
た

技
能

主
事

は
、
学

校
の

環
境

の
整

備
そ

の
他

の
用

務
に

従
事

す
る

。
 

   （
共

同
実

施
組

織
）

 

第
1
9
条

の
６

 
学

校
に

お
け

る
事

務
処

理
体

制
の

整
備

、
事

務
の

高
度

化
・

効
率

化
、

学
校

運
営

及
び

教
育

活
動

の
支

援
を

行
う

た
め

、
複

数
の

学
校

の
事

務
職

員
が

連
携

し
て

学
校

事
務

の
処

理
を

行
う

組
織
（

以
下
「

共
同

学
校

事
務

室
」
と

い
う

。
）
を

置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

  

（
教

育
課

程
の

編
成

）
 

第
５

条
 

学
校

の
教

育
課

程
は

、
学

習
指

導
要

領
の

基
準

に
よ

り
、
校

長
が

編
成

す
る

。 

２
 

校
長

は
、

次
年

度
に

実
施

す
る

教
育

課
程

に
つ

い
て

、
あ

ら
か

じ
め

、
教

育
委

員

会
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

前
項

に
よ

り
、

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
１

)
 

教
育

目
標

 

 
(
２

)
 

各
教

科
、

道
徳

、
特

別
活

動
及

び
総

合
的

な
学

習
の

時
間

の
指

導
の

方
針

 

 
(
３

)
 

各
教

科
、

道
徳

、
特

別
活

動
及

び
総

合
的

な
学

習
の

時
間

の
授

業
時

数
等

 

 
(
４

)
 

学
校

行
事

、
児

童
会

（
生

徒
会

）
活

動
に

関
す

る
年

間
授

業
日

数
等

 

   ４
 

校
長

は
、

学
年

終
了

後
速

や
か

に
、

当
該

学
年

に
お

け
る

教
育

課
程

の
実

施
状

況

を
教

育
委

員
会

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
技

能
主

事
）

 

第
1
9
条

の
５

 
学

校
に

、
必

要
に

応
じ

、
技

能
主

事
を

置
く

。
 

２
 

用
務

員
の

業
務

を
命

ぜ
ら

れ
た

技
能

主
事

は
、
学

校
の

環
境

の
整

備
そ

の
他

の
用

務
に

従
事

す
る

。
 

３
 

給
食

調
理

員
の

業
務

を
命

ぜ
ら

れ
た

技
能

主
事

は
、

学
校

の
給

食
調

理
作

業
及

び

必
要

に
応

じ
て

学
校

の
軽

易
な

作
業

等
に

従
事

す
る

。
 

 （
学

校
事

務
の

共
同

実
施

）
 

第
1
9
条

の
６

 
学

校
に

お
け

る
事

務
処

理
体

制
の

整
備

、
事

務
の

高
度

化
・

効
率

化
、

学
校

運
営

及
び

教
育

活
動

の
支

援
を

行
う

た
め

、
学

校
事

務
の

共
同

実
施

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

 ２
 

学
校

事
務

の
共

同
実

施
を

行
う

た
め

の
グ

ル
ー

プ
（

以
下
「

共
同

実
施

グ
ル

ー
プ

」

と
い

う
。
）
を

組
織

す
る

と
き

は
、
共

同
実

施
グ

ル
ー

プ
の

運
営

責
任

者
（

以
下
「

グ
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   ２
 

共
同

学
校

事
務

室
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る

必
要

な
事

項
は

、
教

育
委

員
会

が

別
に

定
め

る
。

 

 

ル
ー

プ
リ

ー
ダ

ー
」
と

い
う

。
）
及

び
副

責
任

者
（

以
下
「

サ
ブ

リ
ー

ダ
ー

」
と

い
う

。
）

を
置

く
。

 

３
 

教
育

委
員

会
は

、
共

同
実

施
グ

ル
ー

プ
内

の
学

校
事

務
職

員
の

中
か

ら
、

グ
ル

ー

プ
リ

ー
ダ

ー
及

び
サ

ブ
リ

ー
ダ

ー
を

指
定

す
る

。
 

４
 

学
校

事
務

の
共

同
実

施
に

つ
い

て
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る

必
要

な
事

項
は

、

教
育

委
員

会
が

別
に

定
め

る
。
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議案第12号 

 

八戸市図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

八戸市図書館条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

  

令和２年３月25日 提出 

  

八戸市教育委員会 

                     教育長  伊 藤  博 章 

  

  

理 由 

  「障がい者等郵送貸出サービス」について、内容一部変更に伴う規定の整理その他所要の

改正をするためのものである。 
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八戸市図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

八戸市図書館条例施行規則（平成20年八戸市教育委員会規則第９号）の一部を次のように

改正する。 

第11条の２の見出し及び同条第１項中「郵送」を「配送」に改める。 

別記第１号様式中 

「 

申込区分 １．新規 ２．有効期間更新 ３．再交付 ４．登録内容変更 ５．パスワード発行 

フリガナ  

生年月日 
明・大 

昭・平 
年   月   日 

氏名 

男 

・ 

女 

住所 
(八戸市へ一時

滞在の方は 

住民登録地の

住所) 

〒    ―      

 

方書・アパート名等 

主な連絡先 

電話番号 

自宅・携帯 

－     － 

その他の 

電話番号 

自宅・携帯 

－     － 

勤務先 

又は学校名 

 
電話 －    － 

その他 

住所 

※八戸市へ一時滞在の方は八戸市での住所 

保護者氏名（小学生以下の場合に記入） 

フリガナ   インターネット予約サービス 

氏名 
 

希望する    希望しない 

※小学生以下はインターネット予約サービスを利用できません 

 」 

を 
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  「 

申込区分 １．新規 ２．有効期間更新 ３．再交付 ４．登録内容変更 ５．パスワード発行 

フリガナ  

生年月日 
大・昭 

平・令 
 年   月   日 

氏名 

 

 

 

住所 
(八戸市へ一時

滞在の方は 

住民登録地の

住所) 

〒    ―      

 

主な連絡先 

電話番号 

自宅・携帯（本人・保護者） 

－     － 

その他の 

電話番号 

自宅・携帯（本人・保護者） 

－     － 

 

● 保護者氏名（小学生以下の場合に記入）      ● 学生は記入 

フリガナ  

学校名  
氏名 

 

● その他                           ● インターネット予約サービス 

※八戸市に通勤している方は通勤先の名称 ※八戸市へ一時滞在の方は滞在先の住所 

希望する   希望しない 

 
」 

  に改める。 

 

     附 則 

   この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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1
/
3 

○
八

戸
市

図
書

館
条

例
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
新

旧
対

照
表

 

 

 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
配

送
貸

出
し

）
 

（
郵

送
貸

出
し

）
 

第
1
1
条

の
２

 
心

身
に

重
度

の
障

が
い

が
あ

る
こ

と
等

に
よ

り
図

書
館

に
来

館
す

る
こ

と
が

困
難

な
者

は
、

図
書

館
資

料
の

配
送

に
よ

る
貸

出
し

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

第
1
1
条

の
２

 
心

身
に

重
度

の
障

が
い

が
あ

る
こ

と
等

に
よ

り
図

書
館

に
来

館
す

る
こ

と
が

困
難

な
者

は
、

図
書

館
資

料
の

郵
送

に
よ

る
貸

出
し

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

（
略

）
 

２
 

（
略

）
 

別
記

第
１

号
様

式
（

第
９

条
関

係
）

 
別

記
第

１
号

様
式

（
第

９
条

関
係

）
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2
/
3 

改
正

後
 

改
正

前
 

 
 

- 19 -



3
/
3 

改
正

後
 

改
正

前
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